
教

委

訓

令

第

一

号

 

聖

籠

町

学

校

給

食

運

営

委

員

会

条

例

の

施

行

に

伴

う

関

係

訓

令

の

整

理

に

関

す

る

訓

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

九

日

 

聖

籠

町

教

育

委

員

会

委

員

長 

伊

藤 

惠

美

子 

聖

籠

町

学

校

給

食

運

営

委

員

会

条

例

の

施

行

に

伴

う

関

係

訓

令

の

整

理

に

関

す

る

訓

令

 

（

聖

籠

町

教

育

委

員

会

事

務

決

裁

規

程

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条

 

聖

籠

町

教

育

委

員

会

事

務

決

裁

規

程

（

平

成

十

四

年

教

委

 

訓

令

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

四

号

中
「

、
学

校

給

食

共

同

調

理

場

所

長

」
を

削

る

。

 

（

聖

籠

町

教

育

委

員

会

処

務

規

程

等

の

特

例

を

定

め

る

規

程

の

一

 

部

改

正

）

 

第

二

条

 

聖

籠

町

教

育

委

員

会

処

務

規

程

等

の

特

例

を

定

め

る

規

程

 

（

平

成

十

七

年

教

委

訓

令

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

 

す

る

。

 

第

二

条

第

五

号

を

削

り

、

第

六

号

を

第

五

号

と

す

る

。
 

附 

則

 

こ

の

訓

令

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 


